
災害・オウム対策調査特別委員会 

報告資料 

令和８年４月２１日 

報告事項件名 頁 

１ アレフ（オウム真理教）対策について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

２ 防災センター機器の更新について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

３ 応急仮設住宅設営予定地の再選定について・・・・・・・・・・・・・・・・・  10 

４ 令和７年度常東地区コミュニティタイムライン運用訓練実施結果について・・・ 14 

（危機管理部）



災害・オウム対策調査特別委員会報告資料 

 令和８年４月２１日 

件   名 アレフ（オウム真理教）対策について 

所管部課名 危機管理部 危機管理課 

内   容 

アレフ（オウム真理教）対策について、以下のとおり報告する。 

 

１ 足立入谷地域オウム真理教（アレフ）対策住民協議会の活動 

（１）舎人公園千本桜まつりへの出展 

ア 日 時 令和８年３月２８日（土）、２９日（日） 

イ 場 所 都立舎人公園 

ウ 内 容 住民協議会の活動紹介、ＰＲ 

 

（２）令和８年総会（予定） 

ア 日 時 令和８年５月１８日（月）午後６時３０分 

イ 場 所 舎人地域学習センター学習室１・２ 

ウ 内 容 令和７年度事業報告・決算報告、令和８年度事業計画・予 

     算、役員改選 

 

２ 公安審査委員会によるアレフを対象とする再発防止処分の決定 

（公安調査庁発表資料） 

（１）決定日 令和８年３月９日（月） 

※ 再発防止処分の決定は７回目 

 

 (２) 処分の決定内容（継続） 

  ア アレフが所有し又は管理する特定の土地又は建物（専ら居住の用に

供しているものを除く。）の全部又は一部の使用を禁止する処分 

 使用制限施設 

全部禁止施設 

【４施設】 
水戸、八潮伊勢野、野田、徳島 

一部禁止施設 

【１１施設】 

足立入谷、札幌、札幌白石、八潮大瀬、北越谷、 

西萩、横浜、名古屋、京都、生野、福岡 

※ 今回から一部禁止が１施設（甲賀信楽施設）減。理由は、収益事業

体がほぼ廃業見込みのため一部禁止の必要性が無くなったことによ

る。引き続き、一部使用禁止の対象施設に足立入谷施設が該当 

イ 金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止する処分 

 

（３）処分期間 

６か月間  

令和８年３月２１日～令和８年９月２０日 

2



３ 地下鉄サリン事件の風化防止啓発活動 

  地下鉄サリン事件の風化防止のため、事件に関する啓発パネルの展示を

実施した。 

（１）実施結果 

ア 日 時 令和８年３月１８日（水）～２４日（火） 

イ 場 所 足立区役所アトリウム   

ウ 主な意見(紙及びオンラインアンケートにより聴取) 

    ① 足立区に拠点があり不安だったが、住民協議会の活動を知るこ

とができた。今後も様々な活動を行ってほしい。 

    ② 遠い存在だと思っていたが、自分の生まれ育った足立区に脅威

があることを認識し、力になりたいと思った。 

 

（２）今後の予定 

   東京未来大学 

   日 時 令和８年５月２５日（月）～２９日（金） 

 

４ 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」に基づくオ

ウム真理教後継団体の観察処分更新を求める署名活動の予定 

（１）活動主体 

   足立区町会・自治会連合会 

   足立入谷地域オウム真理教（アレフ）対策住民協議会 

 

（２）署名依頼先 

   区内町会・自治会、区関係団体等 

※ 参考 

 前回の主な署名協力団体 

町会・自治会、東京都町会連合会、商店街、高齢者施設、 

私立保育園、私立幼稚園、区内各種団体、区内事業所、 

日本労働組合総連合会東京都連合会 

 

（３）署名の方式 

   前回（令和５年）の署名活動同様、団体代表者による署名の協力を依頼 
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（４）スケジュール （予定） 

時 期 内 容 

７月～８月末 署名活動 

７月３日（金） 観察処分の更新を求める住民集会 

９月 署名集計 

１０月 署名を公安調査庁へ提出 

１０月～翌年１月 公安審査委員会による審査 

 

（５）現在の処分期間 

   令和６年２月１日～令和９年１月３１日 

   （無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第５条） 

 

（６）更新されない場合の影響 

   オウム真理教後継団体の公安調査庁への報告義務や立入検査等の受

入義務等がなくなり、事実上、団体の活動内容が把握できなくなるおそ

れがある。 
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災害・オウム対策調査特別委員会報告資料 

  令和８年４月２１日 

件  名 防災センター機器の更新について 

所管部課名 危機管理部 災害対策課 

内  容 

防災センター機器更新の状況について、以下のとおり報告する。 

 

１ 工事の進捗 

令和７年度より実施してきた防災センターの機器更新工事は、計画通り

全工程を終了した。これに伴い、令和８年４月より新防災センターの運用

を開始している。 

 

２ 更新内容【詳細は別紙参照】 

場所 内容 更新前 更新後 

７階防災

センター 

関係機関

（警察、消

防等）の支

援スペース

について 

関係機関の支援ス

ペースが限定され

ていた。 

関係機関ごとに大型モニ

タやネット回線を備えた

専用区画を確保。災害時の

作業効率が向上。 

モニタにつ

いて 

液晶モニタ（約1.5

ｍ×約0.9ｍ）３面

を設置。 

ＬＥＤモニタ（約3ｍ×約

1.7ｍ）３面と、電子黒板

（約1.9ｍ×約1.1ｍ）３台

を設置。ＬＥＤモニタは同

時に１９画面を表示可能。

高輝度ＬＥＤの採用によ

り、視認性と情報共有環境

が向上。 

電子作戦台

について 

 

 

電子黒板と比較し、多機能

な画面操作と編集が可能。

資料共有のデジタル化に

より、情報の集約から意思

決定までの過程を迅速化。 
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８階特別

会議室 

 

モニタにつ

いて 

液晶モニタ（約1.2

ｍ×約0.7ｍ）１８

面を設置。画面に黒

い縁があり、視認性

に課題があった。 

ＬＥＤモニタ（約3.6ｍ×

約2ｍ）２面と電子黒板（約

1.9ｍ×約1.1ｍ）１台を設

置。ＬＥＤモニタは同時に

１８画面を表示可能。高輝

度ＬＥＤの採用により、視

認性と情報共有環境が向

上。 

 

３ 今後の方針について 

（１）平時からの積極的な活用を通じて、災害時においても支障なく機器を

操作できるよう習熟を図るものとする。あわせて、各種訓練に機器操作

を組み込み、実践的な対応能力を強化する。 

（２）宿日直担当の管理職は、令和８年４月より防災センター内へ移転した

宿直室を使用する。 

（３）８階特別会議室（災害対策本部室）については、改修工事の完了に伴

い、令和８年４月より使用を再開する。 
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災害・オウム対策調査特別委員会報告資料 

令和８年４月２１日 

件 名 応急仮設住宅設営予定地の再選定について 

所管部課名 
危機管理部 防災戦略課 

都市建設部 都市建設課、パークイノベーション推進課 

内 容 

令和６年能登半島地震では地震による被害で設置した応急仮設住宅が後に発生

した豪雨による浸水被害を受けた。このような複合災害に対応するため応急仮設

住宅設営予定地を再選定したため、以下のとおり報告する。 

１ 選定条件 

  下記の条件により、区内の全公園から再選定した。 

（１）荒川及び利根川氾濫時の想定浸水深が３ｍ未満及び想定浸水継続時間が 

３日未満であること 

（２）仮設住宅を設置することができる一定程度（500㎡以上）の広場を有す 

ること 

２ 候補地選定 ※別紙１ 

変更前 変更後 

総面積 
117,504㎡ 

（区内 17箇所 ※別紙２） 

150,005㎡ 

（区内 40箇所 ※別紙３） 

設置可能戸数 約 1,800戸 約 2,300戸 

※ 設置可能戸数は、１戸に必要な敷地面積 65㎡で算定

※ 必要戸数を 14,000戸とすると、約 11,700戸不足（想定必要戸数 14,000

戸－2,300戸）

※ 設置可能戸数及び必要戸数は都市建設部R3作成の都市復興マニュアルで 

の想定値

※ 総面積及び設置可能戸数については、今後の詳細な実地調査により変動 

の可能性あり

３ 今後の方針 

足りない戸数は、他自治体への広域避難やみなし仮設住宅（民間賃貸物件） 

等の様々な手段により確保に努める。 
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応急仮設住宅設営予定地位置図
（変更前）
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応急仮設住宅設営予定地位置図
（変更後）
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災害・オウム対策調査特別委員会報告資料 

令和８年４月２１日 

件   名 令和７年度常東地区コミュニティタイムライン運用訓練実施結果について 

所管部課名 危機管理部 防災戦略課 

内   容 

１ 目的 

令和７年度に策定した常東地区コミュニティタイムライン（以下「ＣＴＬ」

という。）を、適切に運用できるようにするため。 

 

 

 

 

 

２ 実施日時・会場 

（１）日 時 

   令和８年３月１８日（水）午後３時～５時 

（２）会 場 

   千住あずま住区センター 第５・第６集会室 

 

３ 対象者および参加者数 

 

 

 

 

 

＜参加町会・自治会名＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜訓練の着眼点＞ 

① 地域内で、迅速に情報共有が行える体制が整備されているか。 

② 情報共有後、ＣＴＬに基づいた行動が確実に実行されているか。 

③ 要配慮者等が、避難の遅れなく行動できる体制となっているか。 

 

NO 町会・自治会名 NO 町会・自治会名 

1 千住東一丁目町会 7 日ノ出町団地自治会 

2 千住東二丁目自治会 8 北千住パーク・ファミリア自治会 

3 千住曙町自治会 9 グリーンコーポ千寿自治会 

4 千住関屋町会 10 コスモシティ北千住自治会 

5 柳原東町会 11 イニシア千住曙町自治会 

6 柳原西町会  

 

対象者 参加者数 

あだち防災リーダー ２９名 ５名（男性４名、女性１名） 

常東地区町会・自治会役員等 １５名（男性１３名、女性２名） 
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４ 訓練内容 

（１）常東地区ＣＴＬの確認【第一部】 

   策定した常東地区のＣＴＬについての確認 

（２）オープンチャットを用いた情報伝達訓練【第二部】 

   区が契約する気象専門家（ＣｅＭＩ）から提供される気象解説（台風の進

路や今後の雨量見込み等）をＣＴＬ発動情報として地域内で共有し、あだち

防災リーダーが地域住民の避難行動の進捗管理を行う訓練を実施する。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）訓練の振り返り【第三部】 

   地域やリーダーが感じた課題等を洗い出し、ＣＴＬのブラッシュアップに

つなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オープンチャット 

【イメージ】 

地域 オープンチャットとは 

ＬＩＮＥ機能の一つで、個人アカウン

トを公開せずにプライバシーを守りなが

ら、不特定多数の人と情報共有ができる

グループ型のコミュニケーション機能。 

メリット 

① 地域内での情報の即時共有が可能 

② 避難行動の状況・進捗把握が可能 

③ 必要な情報の伝達漏れ防止 

 

地域、リーダーからの主な意見および今後の対応 

オープンチャットへの参加設定や投稿方法に戸惑い、初動対応

に時間を要したため、操作マニュアルの作成・配布や定期的な情

報伝達訓練の実施により、基本操作の習熟を図る。 

避難の呼びかけは行われたものの、誰がどこまで避難したかの

把握が不十分であったため、避難完了報告や未避難者の状況を共

有する仕組みを明確化し、進捗管理の精度向上を図る。 

スマートフォンを使用しない高齢者等への情報伝達手段が不足

しているため、電話連絡や戸別訪問などアナログ手段との併用を

前提とした運用ルールを整備する。 

 

▲ 説明を受ける参加者の様子 ▲ 情報伝達訓練の様子 
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５ 今後の方針 

  地域がタイムラインに沿って迅速に対応できるよう、ＣＴＬ発動の契機とな

る気象情報を区から発信できる仕組みについて検討する。 
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